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廣
田
德
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）

市
は
令
和
４
年
４
月
、
行
徳

駅
前
に
こ
ど
も
送
迎
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
を
開
園
す
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
送
迎
バ
ス

に
お
け
る
児
童
の
安
全
面
へ
の

対
応
及
び
生
活
リ
ズ
ム
へ
の
影

響
に
つ
い
て
市
の
見
解
を
問
う
。

答

送
迎
バ
ス
に
は
運
転
士
の

他
、
保
育
士
等
を
１
名
以
上
配

置
す
る
と
共
に
、
バ
ス
の
仕
様

は
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
準
拠

し
た
も
の
と
す
る
な
ど
様
々
な

対
策
を
講
じ
て
児
童
の
安
全
面

に
配
慮
す
る
。
ま
た
、
児
童
に

と
っ
て
は
送
迎
が
あ
る
こ
と
で

環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
た
め
、

生
活
リ
ズ
ム
へ
の
配
慮
が
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
送

迎
や
保
護
者
へ
の
引
き
渡
し
の

際
は
、
児
童
の
様
子
を
詳
細
に

引
き
継
ぐ
等
の
対
応
を
行
う
。

こども送迎
ステーション

生活リズムへの影響 市の考えは
環境の変化が大きく配慮が重要

国
松
ひ
ろ
き
議
員
（
創
生
市
川
）

本
市
に
は
、
子
育
て
支
援
施

設
（
親
子
つ
ど
い
の
広
場
、
地

域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び

こ
ど
も
館
）
が
自
宅
の
近
く
に

な
い
地
域
が
存
在
す
る
。
こ
の

よ
う
な
地
域
の
親
子
の
た
め
に
、

タ
ク
シ
ー
料
金
を
助
成
す
る
な

ど
、
何
ら
か
の
支
援
が
必
要
と

考
え
る
が
市
の
見
解
を
問
う
。

答

市
内
に
合
計
27
カ
所
あ
る

子
育
て
支
援
施
設
の
設
置
場
所

は
地
域
に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
る

た
め
、
今
後
、
地
域
ご
と
の
乳

幼
児
人
口
の
動
向
等
を
見
極
め

な
が
ら
、
施
設
の
再
配
置
や
増

設
等
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
親
子
で
外
出
す
る
際
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
支
援

に
つ
い
て
は
、
関
係
部
署
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
今
後
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

子育て支援施設
施設が近くにない親子への支援は
関係部署と連携図り検討していく

浅
野
さ
ち
議
員
（
公
明
党
）

自
治
体
に
お
い
て
は
、
障
が

い
や
医
療
的
ケ
ア
の
有
無
に
よ

ら
ず
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で

き
る
環
境
の
整
備
が
必
要
と
考

え
る
が
、
障
が
い
児
、
医
療
的

ケ
ア
児
が
保
育
園
へ
入
園
す
る

際
の
環
境
整
備
、
支
援
体
制
に

つ
い
て
、
市
の
見
解
を
問
う
。

ま
た
、
当
該
児
童
の
兄
弟
や
家

族
へ
の
支
援
も
重
要
と
思
う
が
、

兄
弟
の
優
先
的
な
保
育
園
入
園

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答

令
和
４
年
４
月
よ
り
当
該

児
童
に
定
員
枠
を
設
け
、
入
園

機
会
を
増
や
す
予
定
で
あ
る
。

併
せ
て
、
受
け
入
れ
体
制
拡
充

の
た
め
の
補
助
金
、
人
材
確
保

対
策
等
も
進
め
て
い
く
。
ま
た
、

兄
弟
の
保
育
園
入
園
に
つ
い
て

も
、
家
族
に
最
善
の
サ
ポ
ー
ト

が
で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い
く
。

障がい児・医療的
ケア児への支援

保育園入園に際しての配慮は
別定員枠を設けて入園機会を増やす

西
村
敦
議
員
（
公
明
党
）

赤
ち
ゃ
ん
と
絵
本
を
通
し
て

楽
し
い
時
間
を
分
か
ち
合
う
ブ

ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事
業
は
、
全
国

の
自
治
体
で
取
り
組
み
が
進
ん

で
い
る
が
、
本
市
の
取
り
組
み

と
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
市

の
見
解
を
問
う
。
ま
た
、
本
市

で
は
現
在
行
っ
て
い
な
い
絵
本

の
配
布
は
検
討
し
て
い
る
の
か
。

答

本
市
の
こ
ど
も
館
で
は
、

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
事
業
を
実

施
し
て
お
り
、
今
後
は
、
新
し

い
本
や
大
型
絵
本
の
購
入
な
ど
、

参
加
者
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら

事
業
を
進
め
て
い
く
。
ま
た
、

現
在
、
本
市
で
は
本
の
配
布
は

行
っ
て
な
い
が
、
本
の
配
布
を

行
っ
て
い
る
他
市
の
事
例
を
参

考
と
し
、
本
市
の
状
況
に
適
し

た
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事
業
の
実

現
を
目
指
し
て
い
く
。

ブックスタート
事業

絵本の配布は検討しているのか
本市に適した事業の実現を目指す

こ ど も

こ ど も

〔
再
議
と
は
〕

再
議
と
は
、
議
会
の
議
決
を
受
け
た
市
長
が
、
こ
れ
に
異
議
が
あ
る
と
し
て
議
会
に

対
し
再
審
議
を
求
め
る
制
度
で
す
。
再
議
に
は
、
一
般
再
議
（
議
決
に
異
議
が
あ
る
時

の
再
議
）
、
越
権
・
違
法
の
議
決
や
選
挙
に
関
す
る
再
議
・
再
選
挙
、
義
務
費
の
支
出

に
関
す
る
再
議
な
ど
、
複
数
の
類
型
が
あ
り
ま
す
。
今
定
例
会
に
お
い
て
市
長
よ
り
提

出
さ
れ
た
再
議
の
う
ち
、
再
議
第
１
号
は
一
般
再
議
、
再
議
第
２
号
は
義
務
費
の
支
出

に
関
す
る
再
議
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
否
決
さ
れ
た
条
例
や
予
算
に
つ

い
て
は
一
般
再
議
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
否
決
さ
れ
た
予
算
に

義
務
費
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
義
務
費
の
支
出
に
関
す
る
再
議
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

〔
今
定
例
会
に
お
け
る
再
議
に
つ
い
て
〕

市
長
よ
り
提
出
さ
れ
た
議
案
第
43
号
「
令
和
３
年
度
市
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
10
号
）
」
（
以
下
、
原
案
）
に
つ
い
て
、
一
部
の
議
員
よ
り
「
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
調
査
委
員
会
報
償
金
」
を
削
除
し
た
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案

及
び
修
正
し
た
部
分
を
除
く
原
案
が
賛
成
者
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受

け
た
市
長
は
こ
の
議
決
に
異
議
が
あ
る
と
し
て
、
再
議
第
１
号
を
提
出
し
、
市
議
会
は
、

「
先
の
議
決
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
か
」
を
採
決
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

再
議
に
よ
り
、
修
正
案
及
び
修
正
し
た
部
分
を
除
く
原
案
を
可
決
と
す
る
た
め
に

は
、
出
席
議
員
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
者
が
必
要
（
特
別
多
数
議
決
の
た
め
議
長
も

採
決
に
参
加
）
と
な
り
ま
す
が
、
採
決
の
結
果
、
賛
成
25
人
、
反
対
17
人
で
所
定
の
賛

成
者
数
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

再
議
第
１
号
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
原
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
し

た
が
、
賛
成
17
人
、
反
対
24
人
と
な
り
賛
成
者
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

否
決
さ
れ
た
原
案
に
は
、
義
務
費
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
市
長
は
再
議
第
２

号
を
提
出
し
、
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

※
再
議
第
２
号
の
審
議
で
は
、
原
案
の
う
ち
義
務
費
の
み
が
対
象
と
な
る
た
め
、
原
案

に
お
け
る
義
務
費
以
外
の
予
算
（
政
策
的
経
費
）
は
審
議
の
対
象
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

再議第１・２号について
◆再議第１・２号の流れ◆

市長が予算案
（原案）を提出

議会が原案を
修 正 可 決

市 長 が 再 議
第１号を提出

市 長 が 再 議
第２号を提出

原 案 を 否 決

再議第１号を否決

再議第２号を可決

～特別多数議決とは～
　採決では通常、過半数の賛成

者により可決となりますが、法

に規定された一定の場合では可

決するための要件が厳しく設定

されている場合があります。こ

れを特別多数議決といいます。

　12月定例会において、

10名の議員から松井努

議員に対する懲罰動議

が提出され、懲罰特別委

員会が設置されました。

委 員 長　細田　伸一

副委員長 石原よしのり

委　　員
長友　正徳　　小山田直人

鈴木　雅斗　　国松ひろき

石原たかゆき　　清水みな子

中町　けい　　浅野　さち

髙坂　　進　　西村　　敦

松永　鉄兵　　荒木　詩郎

岩井　清郎

懲罰特別委員会の設置




